
事業の種類 行政処分日 事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
※

事業者
点　数

営業所
点数

一般乗用 令和7年12月10日
株式会社オリエンタル（法
人番号2220001005172）
代表者小路昌弘

石川県金沢市高尾
台4丁目151番地

白山営業所
石川県白山市横町
102番地1

文書警告 道路運送法第27条第3項

令和7年10月7日、死亡事故があった旨の公
安委員会からの通知を端緒として監査実施。
1件の違反が認められた。（1）運転者に対す
る指導監督義務違反一部不適切（旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

一般乗用 令和7年12月17日 長谷川将 新潟県新潟市 すすむタクシー 新潟県新潟市 許可の取消し 道路運送法第40条

「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する
行政処分等の基準について」（平成21年9月
30日付け北陸信越運輸局長公示第54号）6
（1）④に該当する事実があった。

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（北陸信越運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。

運送事業者に対する行政処分（令和７年１２月分） （自動車運送事業安全監理室）


